
吹田市 福祉部 福祉指導監査室

障がい事業者担当

令和７年度 集団指導

指定障害福祉サービス事業者の
適切な運営について

（居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護）
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第26条 サービス提供責任者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等
を記載した居宅介護計画を作成しなければならない。

２ サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該居
宅介護計画を利用者及びその同居の家族並びに当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援又は指定障害児相談支援を
行う者に交付しなければならない。

３ サービス提供責任者は、第１項の居宅介護計画の作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当
該居宅介護計画の変更を行うものとする。

４ 第１項及び第２項の規定は、前項に規定する居宅介護計画の変更について準用する。

居宅介護計画の作成に当たっては、利用者の状況を把握・分析し、居宅介護の提供によって解決すべき課題を明らかにし
（アセスメント）、これに基づき、援助の方向性や目標を明確にし、担当する従業者の氏名、従業者が提供するサービスの
具体的内容、所要時間、日程等を明らかにする必要があります。

計画を作成した際は、利用者及びその家族に内容を説明したうえで、計画を交付してください。

計画相談支援事業所、障害児相談支援事業所へも計画を交付してください。

計画に沿ったサービスが行われているかを定期的に把握し、必要に応じて計画の見直しを行ってください。

【主な指導事項】

●居宅介護計画が作成、交付されていない。

●利用者の同意及び利用者が交付を受けた旨の署名がされていない。

●サービス内容やサービス提供時間が計画と相違しており、計画の見直しが行われていない。

居宅介護等計画の作成
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第42条 指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
２ 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護を提供
した日から５年間保存しなければならない。

事業者は、少なくとも次の記録については、サービスを提供した日から、５年以上保存しなければならない。
・サービス提供に関する諸記録
・居宅介護計画
・身体拘束等の記録
・苦情の内容等の記録
・事故の状況及び事故に際して採った措置についての記録

【主な指導事項】

●事業で必要な記録が整備されていない。

●サービス提供に関する諸記録が５年間保存されていない。

記録の整備



利用者が、個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することができるよう、事業者は、障害
福祉サービス等情報公表システム（WAM NET）を通じて、情報公表対象支援情報（サービスの内容、
事業所の運営に関する情報、経営情報）を、吹田市へ報告しなければなりません。

システム上で、情報が未報告となっている事業所は、利用者全員について減算を適用する必要が

あります。

【減算期間】

情報公表対象支援情報に係る報告を行っていない事実が生じた月の翌月から、報告を行っていない

状況が解消されるに至った月まで

【減算割合】

所定単位数の５％を減算
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情報公表未報告減算

報告の期限（障害福祉サービス等事業者経営情報を除く）

・基準日（４月１日）以前において指定を受けている事業者については、毎年７月末まで

・新たにサービスの提供を開始する事業者は指定を受けた日から１月以内

障害福祉サービス等事業者経営情報の報告期限

・当該障害福祉サービス等事業者の毎会計年度終了後、３月以内

※経過措置として、令和７年度内に実施されるべき報告（令和６年１月1日から同年12月31日の期間中に開始した会計年度に
    関する報告）に限り、令和８年３月31日までに報告



感染症や災害が発生した場合であっても、必要な障害福祉サービス等を継続的に提供

できる体制を構築するため、業務継続計画の策定の徹底を求める観点から、以下の措置

が講じられていない場合、利用者全員について減算を適用する必要があります。

・感染症及び非常災害の両方の業務継続計画の策定

・当該業務継続計画に従い従業者に対する研修及び訓練の実施（１年に１回以上）

【減算期間】

減算が適用される要件に該当した月の翌月から、基準に満たない状況が解消されるに

至った月まで

【減算割合】

所定単位数の１％を減算

4

業務継続計画（BCP)未策定減算



以下の措置を講じていない場合、利用者全員について減算を適用する必要があります。

（１）身体拘束等を行った際の記録

（２）身体拘束適正化検討委員会の定期開催（１年に１回以上）

（法人単位での開催や虐待防止委員会と一体的に開催することも可能）

（３）身体拘束等の適正化のための指針の整備

（４）身体拘束等の適正化のための研修の実施（１年に１回以上）

【減算期間】

事実が生じた月の翌月から改善が認められた月まで

【減算割合】

所定単位数の１％を減算
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身体拘束廃止未実施減算



以下の措置を講じていない場合、利用者全員について減算を適用する必要があります。

（１）虐待防止委員会の定期開催（１年に１回以上）

（法人単位での開催や身体拘束適正化検討委員会と一体的に開催することも可能）

（２）虐待防止のための研修の実施（１年に１回以上）

（３）虐待防止担当者の設置

【減算期間】

事実が生じた月の翌月から改善が認められた月まで

【減算割合】

所定単位数の１％を減算
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虐待防止措置未実施減算
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行動援護サービスの提供に当たっては、関係者間で必要な情報を共有し、一貫性のある支援を行うため、

「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」を作成しなければなりません。

以下の要件を満たしていない場合、該当する利用者につき減算を適用する必要があります。

①サービス提供責任者等による指揮の下、支援計画シート等が作成されていない

②支援計画シート等の作成にかかる一連の業務が適切に行われていない

【減算期間】

上記①、②に該当する月から、当該状態が解消されるに至った月の前月まで

【減算割合】

所定単位数の９５％で算定

支援計画シート等未作成減算（行動援護のみ）

●「支援計画シート」、「支援手順書兼記録用紙」が作成されていない事例や、記載内容が

不十分な事例が見受けられますので、行動障がいのある利用者への一貫性のある支援を

実施するため、必要な情報等を記載した支援計画シート等を作成してください。

※ 次ページ以降に、「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」の参考様式をお示ししています。



支援計画シートの作成について

・支援計画シートは個別支援計画とは作成
の目的や活用方法が異なるため、それぞれ
作成が必要です。

・支援計画シートの作成は有資格者（強度
行動障害支援者養成研修（実践研修）修了
者等）である必要があるため、作成者を明
記してください。

・加算の算定要件をいつから満たしていた
のかを明確にするため、支援計画シートの
作成日を明記してください。

「重度訪問介護の対象拡大に伴う支給決定事務等に係る留意事項について」
（平成26年３月31日障障発0331第８号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課長発出）

「支援計画シート（例）」を引用
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支援手順書兼記録用紙の作成について
※この用紙が作成されていない事例が多
数あり、改善を求めています。

・「サービス手順」の内容は、支援計画
シートの内容を反映し､支援計画シートを
作成することができる有資格者（実践が
あらかじめ記入しておいてください。

・「チェック・様子」の内容は、実際に
サービスを提供した支援者が手順どおり
に支援できたのかなどを記入し、サービ
スの提供の記録とは別に、サービスの提
供日ごとに作成する必要があります。

・支援内容や利用者の反応等は具体的に
記録に残し、定期的に再アセスメントす
る必要があります。

9
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特定事業所加算の算定に当たっては、加算区分に応じて、以下の要件を満たす必要があります。

特定事業所加算①

① 全ての従業者対し、従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い研修を実施予定していること。

②
利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該事業所における従業者の技術指導を目的とし
た会議を、概ね１月に１回以上開催し、その内容を記録すること。

③
サービスの提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する従業者に対し、当該利用者に関する情報やサー
ビス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する
従業者から適宜報告を受けること。

④ 事業所の全ての従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。

⑤ 運営規程に定める緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。

⑥ 新規に採用した全ての従業者に対し、熟練した従業者の同行による研修を実施していること。

居宅介護

加 算 区 分 加 算 割 合 算 定 要 件

特定事業所加算（Ⅰ） 所定単位の20/100 加算 ①～⑩すべて適合

特定事業所加算（Ⅱ） 所定単位の10/100 加算 ①～⑥及び⑦ 又は ①～⑥及び⑧、⑨が適合

特定事業所加算（Ⅲ） 所定単位の10/100 加算 ①～⑥及び⑩が適合

特定事業所加算（Ⅳ） 所定単位の 5/100 加算 ②～⑥及び⑪～⑬が適合
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特定事業所加算②

⑦

次のいずれかの要件を満たすこと
・当該指定居宅介護事業所の居宅介護従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が１００分の３０以上
・指定居宅介護従業者のうち介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び１級課程修了者の占める割合
が１００分の５０以上

・前年度若しくは算定日が属する月の前３月間におけるサービス提供時間のうち常勤の従業者によるサービス提供時間の占め
る割合が１００分の４０以上すべての従業者(登録を含む。以下同じ。)に対し、従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画
に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。

⑧
全てのサービス提供責任者が３年以上の実務経験を有する介護福祉士又は５年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、
介護職員基礎研修修了者若しくは１級課程修了者であること。

⑨
１人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を２名以上配置
していること。

⑩

前年度又は算定日が属する月の前３月間における指定居宅介護の利用者の総数のうち、障がい支援区分５以上である者、喀痰
吸引等を必要とする者並びに児童福祉法第７条第２項に規定する重症心身障がい児及及び児童福祉法に基づく指定通所支援及
び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表第一の一の表の項目の欄に掲げる
いずれかの医療行為を必要とする状態である障がい児の占める割合が１００分の３０以上であること。

⑪
事業所の全てのサービス提供責任者に対し、サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修）を実施又
は実施を予定していること。

⑫
人員基準に基づき、常勤のサービス提供責任者が２人以下の事業所であって、基準により配置することとされているサービス
提供責任者を常勤により配置し、かつ、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を１人以上配置していること。

⑬
前年度又は算定日が属する月の前３月間における指定居宅介護の利用者の総数のうち障がい支援区分４以上である者、喀痰吸
引等を必要とする者及び重症心身障がい児等の占める割合が１００分の５０以上であること。

※ 各項目に関する留意事項については、集団指導資料の「特定事業所加算チェックシート」で確認してください。
加算区分ごとに必要な算定要件を満たしていない場合、特定事業所加算の算定はできません。
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利用者又はその家族等からの要請に基づき、サービス提供責任者が居宅介護計画の変更を行い、
事業所の従業者が、当該利用者の居宅介護計画において計画的に訪問することとなっていない
サービスを緊急に行った場合に、利用者１人に対し、１月に２回を限度に加算できる。

・「緊急に行った場合」とは、居宅介護計画に位置付けられていない居宅介護（身体介護又は
身体介護を伴う通院等介助に限る）を、要請を受けてから２４時間以内に行った場合をいう。

・要請のあった時間、要請の内容、サービス提供時刻、緊急時対応加算の算定対象である旨等を
記録すること

緊急時対応加算

初回加算
事業所において、新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して、以下の算定要件を満たす
場合に、１月につき加算できる。

・利用者が過去２か月の間に当該事業所から居宅介護等の提供を受けていないこと

・初回若しくは、初回の居宅介護等を行った日の属する月に、
① サービス提供責任者がサービス提供を行った場合
② 従業者が居宅介護等を行った際に、サービス提供責任者が同行した場合

・サービス提供責任者が同行した場合、同行訪問した旨を記録すること
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【障がい福祉サービス等事業者のホームページ】

https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018719/1022381/index.html
（ホームページ内検索用ページ番号 1022381）

【障がい福祉サービス事業者等集団指導のホームページ】

https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018719/1022381/1039006.html
（ホームページ内検索用ページ番号 1039006）

＜参考＞

https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018719/1022381/index.html
https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018719/1022381/1039006.html
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